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埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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玉
県
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嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 
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様
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
せ

き
柱

」
 

「
脊

 
柱

」
 

「
色

 
 

 
神

」
 

「
色

 
 

 
覚

」
 

「
う

し
」

 
「

う
歯

」
 

ポ
リ

オ
生

ワ
ク
 

チ
ン

 
ポ

リ
オ

生
ワ

ク
チ

 
ン

 

「
埼

玉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
」

 
「

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

知
 

「
埼

玉
県

知
事

 
様

」
 
「

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 埼

玉
県

知
事

」
 

「
埼

玉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
」

 
「

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

知
 

「
埼

玉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

様
」

 
「

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

知
事

」
 

 事
」

 

 事
」

 

「
股

関
節

開
排

制
限

」
 

「
股

関
節

開
排

制
限

」
 

こ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
普

通
学

級
・

小
修

了
 

就
学

状
況

 
有

・
無

 
特

殊
学

級
・

中
卒

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
養

護
学

級
・

高
卒

業
 

就
学

 
小

学
校

・
中

学
校

・
高

等
学

校
 

学
中

 
（

普
通

学
級

・
特

別
支

援
学

級
）

 
 

業
 

特
別

支
援

学
校

（
小

・
中

・
高

）
 

就
学

 
状

況
 

未
 

就
 

卒
 

「
職

 
 

業
」

 
「

電
話

番
号

」
 

「 
「 

」 

」 

埼
玉
県
規
則
第
三
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
支
援
す
る
た
め
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と

の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
認
定
中
小

企
業
者
又
は
そ
の
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の

構
成
員
が
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
認
定
中
小
企
業
者
（
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
単
に
「
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い

う
。
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
農
商
工
等

連
携
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
認
定
中
小
企
業
者
又
は
そ
の
認
定
中
小
企

業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が
農
商
工
等
連
携

促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
中
小
企

業
者
（
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
単
に
「
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。
） 

二 

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産

物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
六
次
産
業
化
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
の
促
進
事
業

者
が
六
次
産
業
化
法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
促

進
事
業
者
（
第
四
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
単
に
「
促
進
事
業
者
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

六
次
産
業
化
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
農
林
漁
業
者
等
が
認
定
総
合
化
事
業

を
行
う
の
に
必
要
な
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
貸
付
金 

十
二
年
以
内 

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
前
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。 

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

促
進
事
業
者 

埼
玉
県
規
則
第
四
号
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則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
越
谷
カ
ウ
ン
セ
ル 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

田
﨑 

雅
江 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
四
丁
目
七
番
地
二
十
八 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
講
座
を
通
し
て
の
人
材
育
成
と
相

談
活
動
を
行
い
、
よ
り
健
全
な
精
神
生
活
を
高
め
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト
入
間
扇
台
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
土
地
区
画
整
理
事
業
四
十
七
街
区
一
、
二
、
八
画
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

・ 

荷
さ
ば
き
施
設
と
近
接
す
る
住
宅
と
の
境
界
線
上
の
遮
音
壁
は
、
騒
音
予
測
で
は 

 
 

 

環
境
基
準
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
十
分
な
遮
音
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
早 

 
 

 

朝
・
深
夜
の
荷
さ
ば
き
に
つ
い
て
は
抑
制
す
る
こ
と
。 

 
 

・ 

悪
臭
防
止
法
規
制
地
域
（
臭
気
指
数
一
五
）
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
住
宅
地
に
近 

 
 

 

接
し
て
い
る
の
で
、
悪
臭
苦
情
が
発
生
し
な
い
よ
う
臭
気
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 
 

・ 

騒
音
に
つ
い
て
、
開
店
後
、
対
応
策
の
前
提
と
し
て
調
査
・
予
測
し
た
結
果
と
実
態 

 
 

 

と
で
大
き
く
乖
離
が
生
じ
、
対
応
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
は
再
調
査
・
再
予 

 
 

 

測
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ
た
追
加
的
な
対
応
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号



告 
 

示 

  
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
監
視
伝
染
病
の
検
査
を
次
の
と
お
り

受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一  

実
施
の
目
的  

  

イ 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
及
び
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
馬
の
馬
伝
染
性
貧 

 
 

血
、
み
つ
ば
ち
の
腐
蛆 そ

病
並
び
に
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
の
予
防 

 

ロ 

牛
の
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ 

 
 

バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
の
予
察 

 

ハ 

家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察 

二  

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 

イ 

一
の
イ
に
係
る
検
査 

 
 

(1) 

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所 

 
 

 

の
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 
 

 

(一) 

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛 

 
 

 

(二) 

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛 

 
 

 

(三) 

(一)
又
は
(二)
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛 

 
 

(2) 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

 
 

 
  

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の 

 
 

 

規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生 

 
 

 

所
の
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 
 

(3) 

馬
伝
染
性
貧
血 

       

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要 

 
 

 

と
認
め
た
も
の 

 
 

(4) 

腐
蛆 そ

病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
み
つ
ば
ち 

 
 

(5) 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病  

        

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号



      

と
認
め
た
も
の 

 
ロ 

一
の
ロ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と 

    

認
め
た
も
の 

 

ハ 

一
の
ハ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
家
き
ん
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必 

    

要
と
認
め
た
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 

イ 

一
の
イ
に
係
る
検
査 

 
   

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該 

    

家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

 

ロ 

一
の
ロ
に
係
る
検
査 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
六
月
下
旬
か
ら
同
年
十
一
月
中
旬
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
家
畜
の
所
在 

    

地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

 

ハ 

一
の
ハ
に
係
る
検
査 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該 

    

家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

五  

検
査
の
方
法 

 

イ  

ブ
ル
セ
ラ
病 

 
 

(1) 

凝
集
反
応
検
査 

 
 

(2)  

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

(3) 

補
体
結
合
反
応
検
査 

 
 

(4) 

そ
の
他
の
検
査 

 

ロ  

結
核
病 

 
 

(1)  

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査 

 
 

(2) 

そ
の
他
の
検
査 

 

ハ 

ヨ
ー
ネ
病 

 
 

(1)  

予
備
的
抗
体
検
出
法
に
よ
る
検
査 

 
 

(2)  

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

(3)  

そ
の
他
の
検
査 

 

ニ 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

 
 

(1)  

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

(2) 

そ
の
他
の
検
査 

 

ホ  

馬
伝
染
性
貧
血 



 
 

(1)  

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査 

 
 

(2)  

そ
の
他
の
検
査 

 
へ  
腐
蛆 そ

病 

 
 

(1)  
肉
眼
的
検
査 

 
 

(2) 
そ
の
他
の
検
査 

 

ト 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

(1)  

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

(2)  

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
検
査 

 
 

(3)  

そ
の
他
の
検
査 

 

チ 

ブ
ル
ー
タ
ン
グ 

 
 

(1) 

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査 

 
 

(2) 

そ
の
他
の
検
査 

 

リ 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行 

 
 

熱 

 
 

(1) 

中
和
試
験
検
査 

 
 

(2) 

そ
の
他
の
検
査 

 

ヌ 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

(1) 

ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査 

 
 

(2) 

血
清
抗
体
検
査 

 
 

(3) 

そ
の
他
の
検
査 

六  

そ
の
他 

 
 

実
施
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛 

  

生
所
の
長
の
指
示
に
よ
る
。 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
九
―
三
四
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
大
谷
沢
字
藤
塚
十
二
番
一 

外
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

四
二
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
二
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

  

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
号



告 
 

示 

  
利
根
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

第
二
大
場
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

右
岸 

吉
川
市
大
字
道
庭
字
堤
外
四
百
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
同
大
字
同
字
四
百
二
十
五 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

番
一
地
先
ま
で 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
面
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

    

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
内
の
項
中
「
三
芳
町
を
除
く
」
を
「
越
生
町
に
限
る
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

鴻
巣
駅
東
口
Ａ
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

鴻
巣
駅
東
口
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

組
合
設
立
認
可
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
、
本
町
四
丁
目
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
一
番
三
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

事
務
所
の
所
在
地 

七 

変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

        

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整

備
部
道
路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

倉 

一 

夫 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

さ
い
た
ま
鳩
ヶ
谷
線 

三 

道
路
の
区
域 

                   



         

新 旧 

旧 

新 

別 

  

鳩
ヶ
谷
市
桜
町
五
丁
目
一
○
五
番
一
五

地
先
か
ら
同
市
桜
町
六
丁
目
一
八
二
一

番
一
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 

間 

一
四
・
○
○ 

 
 

 

～ 

 
 

 

一
七
・
○
○ 

六
・
六
四 

 
 

 

～ 

 
 

 
 

七
・
四
三 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   

 

三
一
二
・
○
○ 

  
 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

 

考 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

渡 

辺 

孝 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

青
梅
飯
能
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 

飯
能
市
大
字
下
畑
字
釜
下
七
六
九
番

二
地
先
か
ら
同
市
大
字
大
河
原
字
金

穴
四
〇
一
番
二
地
先
ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

 

一
八
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

六
一
・
五
五 

  

一
四
・
八
〇
～ 

 
 

 
 

六
〇
・
二
〇 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

八
四
五
・
六
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

土
地
区
画
整
理
事
業
に

伴
う
道
路
整
備 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

渡 

辺 

孝 

夫 
 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

青
梅
飯
能
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

飯
能
市
大
字
下
畑
字
釜
下
七
六
九
番
二

地
先
か
ら
同
市
大
字
大
河
原
字
金
穴
四

〇
一
番
二
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
八
四
五
・
六
〇 

メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
○
一
一
一
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
○
一
三
○
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
一
七
○
番
二
八
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
松
山
町
二
丁
目
四
番
五
九
号 

 
 

小
倉 

豊
子 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の 

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

後 

閑 
 

 

博 
 

 



１   購入等件名及び数量  

ア  22大委第 2－ 2号  監視制御システム等点検業務委託  一式  

イ  22庄委第 306号  監視制御システム等点検業務委託  一式  

ウ  22行委第 442号  監視制御システム等点検業務委託  一式  

エ  22新委第 2－ 4－ 3号  監視制御システム等点検業務委託  一式  

２   契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

 ア  埼玉県大久保浄水場  

埼玉県さいたま市桜区宿 618番地  

 イ  埼玉県庄和浄水場  

埼玉県春日部市新宿新田 100番地  

     ウ   埼玉県行田浄水場  

埼玉県行田市小針 1632番地  

   エ  埼玉県新三郷浄水場  

埼玉県三郷市南蓮沼１番地  

３   随意契約の相手方を決定した日  

ア  平成 23年１月 27日  

イ  平成 23年１月 20日  

ウ  平成 23年１月 26日  

エ  平成 23年１月 24日  

４   随意契約の相手方の氏名及び住所  

ア  メタウォーター株式会社  さいたま営業所  

埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目 11番 21号  

   イ  東芝電機サービス株式会社  北関東支店  

埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目 114番地１  ＯＲＥ大宮ビル６階  

ウ  東芝電機サービス株式会社  北関東支店  

埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目 114番地１  ＯＲＥ大宮ビル６階  

   エ  株式会社正興電機製作所  東京営業所  

東京都千代田区東神田二丁目５番 12号  龍角散ビル２階  

５   随意契約に係る契約金額  

ア  30,450,000円  

イ  23,310,000円  

ウ  29,400,000円  

エ  27,720,000円  

６   契約の相手方を決定した手続  



随意契約  

７   随意契約とした理由  

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 10条第

１項第１号に該当  

 



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
教
育
の

た
め
の
施
設
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

む
さ
し
の
高
等
学
院
（
埼
玉
県
志
木
市
柏
町
四
丁
目
五
番
二
十
八
号
）

二

星
槎
国
際
高
等
学
校
と
の
連
携
措
置
に
係
る
科
目
及
び
連
携
措
置
に
係
る
科
目
に
対
応
す
る

高
等
学
校
の
科
目

課
題
研
究

商
業
技
術

ビ
ジ
ネ
ス
基
礎

連
携
措
置
に
係
る
科
目

課
題
研
究

商
業
技
術

ビ
ジ
ネ
ス
基
礎

連
携
措
置
に
係
る
科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科
目



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
一
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

廃
止
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

学
校
法
人
文
理
佐
藤
学
園
西
武
文
理
大
学
附
属
調
理
師
専
門
学
校
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
南

台
一
丁
目
十
三
番
）

二

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
二
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

廃
止
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

学
校
法
人
明
星
学
園
浦
和
学
院
専
門
学
校
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
田
島
九
丁
目
四
番
十

号
）

二

廃
止
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

廃
止
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

サ
ン
ワ
埼
玉
高
等
職
業
訓
練
校
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
中
里
三
丁
目
二
十
番
三
十

号
）

二

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
三
十
三
号
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
第
二
千
二
百
四
十
九

号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
十
五 

 

誤 平
成
六
十
二
年
七
月
十
四
日 

 

正 昭
和
六
十
二
年
七
月
十
四
日 


